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第１号様式（第７条関係）                   

 

 

藤沢市危険木伐採等補助金交付申請書 

 

 

年  月  日 

 

藤沢市長 

 

申請者   〒       －      

住  所                       

（ふりがな） 

申請者名                        

電話番号                       

 

藤沢市危険木伐採等補助事業を次のとおり実施したいので、藤沢市補助金交付

規則第３条及び藤沢市危険木伐採等補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第

７条の規定により申請します。 

藤沢市危険木伐採等補助金交付申請にあたり、私に係る藤沢市税の納付状況に

ついて、貴職の権限により調査することに同意します。 

 また、本補助金交付に関し、完了届を期限内に提出できない場合又は虚偽の記

載等があった場合は、要綱第１３条及び第１４条の規定に基づき、補助金交付決

定の取消し及び補助金の返還に同意します。 

 

事業実施場所 藤沢市 

保存樹林指定番号   ―     ―     ―   

土地所有者氏名等 

（共有の場合は全員） 

 

※不足する場合は、別紙で提

出してください。 

 

※共有者の同意書を提出して

ください。 

住所： 

氏名： 

住所： 

氏名： 

住所： 

氏名： 
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補助対象経費の作業内容 

 

（1）伐採する樹木         本 

 

（2）伐採後処分する樹木      本 

 

（3）伐採後売却する樹木      本 

 

（4）剪定する樹木         本 

補助対象経費の見積額 

 

見 積 額           円（税抜き） 

消費税相当額          円 

合  計            円 

 

作業着手予定日 年   月   日 

作業完了予定日 年   月   日 

作業委託業者名 

 

住 所：                    

名称等：                    

担当者：                    

連絡先：                    

補助金申請額 

（千円未満は切捨て） 

 

                円 

※補助対象経費の２分の１以内。上限100万円 

 

 

 

 

補助金申請額の内訳 

 

 

 

※売却額が発生する場合、売却額

の５０％分をマイナス計上したの

ち、消費税相当額を算出してくだ

さい。 

 

（1）伐採費用                円 

（2）処分費用                円 

（3）剪定費用                円 

（4）諸経費                 円 

(5) 売却額※             ▲           円 

(6) 消費税相当額              円 

（7）(1)～(6)の合計             円 
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次の事項を確認のうえ、全項目の□に「レ」を入れてください。 

確認事項 

（１） 

□ 

伐採等作業委託業者が、造園業者等であることを確認し、各種

法律や条例その他の規程を遵守のうえ実施することを確認して

いる。 

□ 
神奈川県地域森林計画の対象となっている民有林の手続きにつ

いて確認している。 

□ 

危険木の倒木による想定被害が、保存樹林所有者又は管理者の

自己所有地内で発生する場合や自己所有物の場合、補助の対象

とならないことを確認している。 

□ 本要綱以外の他の負担金又は補助金を受けていない。※１ 

提出する書類に「レ」を入れ、順に上から並べて提出してください。 

提出書類 

□ 交付申請書（第１号様式） 

□ 案内図、危険木の位置図 

□ 造園業者等の見積書の写し 

□ 危険木伐採等樹木調書 

□ 危険木の全景写真と幹周写真 

□ 暴力団排除に関する誓約書 

□ 
土地所有者の同意書 

※共有名義の場合や申請者が土地所有者でない場合 

□ 保存樹林の土地の所有が確認できる書類 

□ 収支予算書 

次の事項を確認のうえ、全項目の□に「レ」を入れてください。 

確認事項 

（２） 

□ 申請書、添付書類は控え（コピー等）がある。 

□ 作業着工予定日は申請した日から２週間以上ある。 

□ 完了届を２月末日までに提出できる。 

□ 
補助金交付決定通知後に作業内容に変更や中止が生じた場

合は、事前に内容変更等承認手続きが必要となる。 

□ 森林法の手続きが必要な場合、手続きを完了している。 

□ 補助金交付決定通知書が届く前に伐採等作業はしない。 

※１「緑の保全奨励金」を除く 


